
 保護者の皆様へ 

幕別町修学支援資金のお知らせ 
 

幕別町教育委員会 

● 修学支援資金対象条件 

⑴ 高校生又は保護者が幕別町に在住している方 

 ⑵ 高等学校等に在学中の方 

 ⑶ 市町村民税所得割課税世帯に属している方 

 ⑷ 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に準じて算出した基準額と実際の収入額

を比較して1.30倍未満の世帯に属している方 

 ※ 市町村民税所得割非課税世帯の方はお子さんの通う高校に問合せをして北海道公立

高校生等奨学給付金若しくは奨学のための給付金（高校生等奨学給付金）の申請をし

てください。 

 

● 支給を受けられる方の収入の目安（生活保護基準1.30倍未満の場合） 

収 
入 
目 
安 

３人世帯（父42歳､母36歳､高校１年生）           2,750,000円程度 

４人世帯（父42歳､母36歳､高校１年生､中学２年生）      3,484,000円程度 

５人世帯（父42歳､母36歳､高校１年生､中学２年生､小学５年生）4,017,000円程度 

備 
考 

※修学支援資金を受けられる収入目安は、家族構成や年齢、家賃などによって変わ
りますのであくまでも参考としてください。 

 
● 申請方法 
 ⑴ 提出書類：受給申請書、在学証明書 

※ 令和５年１月２日以降に転入された方は、令和４年中の収入金額及び
市町村民税所得割額を証明する書類が必要になります。 

 ⑵ 提 出 先：教育委員会学校教育課学校教育係、札内支所、生涯学習課生涯学習係（忠
類総合支所内）、糠内出張所 

 ⑶ 提出期日：令和５年６月30日（金） 
 
● 給付金額 

高校生の区分 在学する高等学校等の課程 
給付額 

公立高等学校 私立高等学校 

第１子の高校生 
通信制以外の高等学校等 年額 114,100円 年額 134,600円 

通信制の高等学校等 年額  50,500円 年額  52,100円 

第２子の高校生 
通信制以外の高等学校等 年額 143,700円 年額 152,000円 

通信制の高等学校等 年額  50,500円 年額  52,100円 

 
● その他 
  本資金は返還する必要のない「給付金」です。 

  申請者への給付決定は、令和５年７月下旬に文書でお知らせいたします。 

支給時期は、年３回に分けて振込みいたします（令和５年８月、11月、令和６年３月

のそれぞれ下旬頃）。 

ご不明な点等ございましたら、幕別町教育委員会教育部学校教育課学校教育係

（0155-54-2006）まで、お問い合わせくださいますようお願いいたします。 


